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指導に対する
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備　考

社会福祉法
人土佐あけ
ぼの会

香南市 みかんの丘
あけぼの

R6.6.14 　送迎加算（Ⅰ）について、送迎実績によらずに算
定していることが認められた。
　送迎加算を算定する際は、送迎実績に基づいて算
定すること。また、自主精査のうえ、要件を満たし
ていない期間について過誤請求など必要な措置を講
ずること。

改善済

サスケIT
サービス株
式会社

南国市 サスケ設計
工房南国

R7.3.19 　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の指針を整備していないことが認められた。
　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の指針を整備すること。

改善済

令和６年度運営指導結果
サービス種別：就労継続支援A型


